
５ 社会参加 

- 39 - 

 ５ 社会参加  
 

（１） 行動範囲の拡大 ---*---*---*---*---*---*---*---* 

 ア 福祉タクシー利用料金助成 

内  容  重度の身体障害者、知的障害者等が福祉タクシー利用券によりタクシー

を利用した場合、運賃相当額の一部を助成するものです。各市町村で対象

となる方を定めていますので、個々にお問い合せください。 

相談窓口  市町村 

 

 イ 駐車禁止適用除外 

      対 象 者  下記のとおりですが、まず、窓口でご相談ください。 

   対象者              備        考 

身体障害者手帳の交
付を受けた歩行困難
な方  

○ 本人が自動車を運転する場合 
○ 本人が同乗し、家族等特定の人に運転してもらう場合 

療育手帳○ＡまたはＡ 
（介護を要する方） 

○ 本人が同乗し、家族等特定の人に運転してもらう場合  
 

色素性乾皮症の患者 ○ 本人が同乗し、家族等特定の人に運転してもらう場合 
（日の出から日没までの時間に使用中の車両に限る） 

  ※ 交付を受けた標章は他の都道府県でも使用できますが、他の都道府県公安

委員会の取扱いとの差異が生じる可能性があるため、他の都道府県で使用さ

れる場合は、使用場所を管轄する警察署までお問い合わせの上、使用してく

ださい。 

内  容  標章を掲示している場合は、駐車禁止区域内（法定禁止区域内を除く）

でも、他の交通の妨害にならなければ、駐車できます。 

           ただし、現場において警察官の指示があった場合は、その指示に従って

ください。 

相談窓口  各警察署交通課 

 

 ウ 安全運転相談 

内  容  心身に障害があり運転免許の取得を希望している方、あるいは運転免許

取得後に心身に障害を生じた方の相談、検査・指導を実施しております。 

      日時 月曜日～金曜日（祝・休日を除く）（要予約） 

         午前９時～午後３時 

           ※ 平日、来庁できない方（サンサン相談室） 

        毎月第３日曜日（要予約） 

        午前９時～午後３時 

              相談内容によって受付日時、持ち物など異なる場合がありますの

で、詳細は事前にお問い合わせください。 

相談窓口  埼玉県警察本部運転免許センター１階 安全運転相談室 
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         〒365-8501 鴻巣市鴻巣４０５－４ 

           電話 ０４８－５４３－２００１（音声ガイダンス４番） 

              ＃８０８０（専用相談ダイヤル） 

           FAX ０４８－５４３－７７２７ 

 

 エ 運転免許取得費用の補助 

内  容  障害者が運転免許を取得する場合、取得経費の一部を補助します。 

相談窓口   市町村 

 

 オ 自動車改造費用の助成 

対 象 者  通勤等のために障害に応じた自動車の改造が必要な方（本人やご家族 

の所得により制限があります。） 

内  容  自動車のハンドル、ブレーキ、アクセルなどを改造するための費用を 

助成します。 

相談窓口   市町村 

 

 

 カ 自動車購入・改造費用の貸付 

     生活福祉資金（福祉資金）           ＊７６ページをご覧ください。 

 

 キ 身体障害者補助犬の給付 

対 象 者   １級の視覚障害者（盲導犬）、１～２級の肢体不自由者（介助犬）、 

      ２級の聴覚障害者（聴導犬） 

内  容  身体障害者補助犬を適切に利用することによって行動範囲を拡大し、社

会復帰、自立に役立てることのできる方に給付します。なお、給付にあた

り、訓練施設で４週間の合宿訓練が必要となります。 

相談窓口  市町村 

 

 ク 移動支援事業                《参照☞ ８章(P.83) 》 

   屋外での移動が困難な障害者等について、外出のための支援を行うことにより、地域 

  における自立生活及び社会参加を促すことを目的とします。 

   対象者、実施方法等は、市町村により異なります。 

   相談窓口  市町村 

 

 ケ 福祉有償運送 

   福祉有償運送とは、ＮＰＯ法人や社会福祉法人などの非営利法人が、会員登録した要

  介護者、身体障害者など公共交通機関を使用して移動することが困難な人を対象に、通

  院、レジャー等を目的に有償で行う車両による移送サービスです。また、サービス料金

  はおおむねタクシーの半額程度の額です。 

   対 象 者  福祉有償運送を利用できるのは、以下の条件にあてはまる方です。 

      また、付き添いの方も同乗することができます。 
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 ＜利用できる方の条件＞ 

  ◆身体障害者手帳を所持している方 

  ◆要介護認定・要支援認定を受けている方 

  ◆基本チェックリストに該当する方（基本チェックリストについては、お住ま

いの市町村の窓口にご相談ください。） 

  ◆知的障害、精神障害などにより、単独では公共交通機関を利用することが困 

難な方 

   なお、福祉有償運送を利用するためには、ＮＰＯ法人や社会福祉法人などの団

体へ会員として登録することが必要となります。 

  お近くの市町村で団体を確認して、希望する団体が見つかりましたら、詳しい

条件や内容などを直接確認したうえで、登録の手続きを行っていただくこととな

ります。 

  複数の団体に登録することもできます。 

相談窓口  市町村・実施団体 

コ 埼玉県思いやり駐車場制度（パーキング・パーミット制度） 

 対 象 者 

区分 対象者 

視覚障害 ４級以上 

聴覚障害 ３級以上  

平衡機能障害 ５級以上 

肢体不自由（上肢） ２級以上 

肢体不自由（下肢） ６級以上 

肢体不自由（体幹） ５級以上 

肢体不自由（脳原性運動機能障害・上肢） ２級以上 

肢体不自由（脳原性運動機能障害・移動） ６級以上 

内部障害（免疫機能障害含む） ４級以上 

知的障害 療育手帳の障害程度 
○ＡまたはＡ 

精神障害者 精神障害者保健福祉手帳
の障害区分１級 

内  容  障害者など歩行が困難な方のための駐車区画について、利用者の範囲を

定め、利用証を交付することで、区画の適正利用を推進する制度です。 

相談窓口  県福祉政策課 

            電話 ０４８－８３０－３２２３ ／ FAX ０４８－８３０－４８０１ 

 

  

（２） 社会活動の助長・援助 ---*---*---*---*---*---*---* 

 ア 手話通訳者の派遣 

対 象 者  聴覚障害者等 

内  容  各種の手続きや相談等がスムーズに行われるよう手話通訳者を派遣しま
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す。 

相談窓口  市町村、または、埼玉聴覚障害者情報センター（居住市町村により異な

     る） 

     ※会議、イベントなどに派遣する場合は下記にお問い合わせください。 

      埼玉聴覚障害者情報センター 

            電話 ０４８－８１４－３３５３ ／ FAX ０４８－８１４－３３５４ 

 

 イ 要約筆記者の派遣 

対 象 者  聴覚障害者等 

内  容  会議などで発言の内容を要約する、要約筆記者を派遣します。 

      また、市町村や聴覚障害者団体が主催する講演会等には、パソコンによ

る要約筆記者を派遣します。 

相談窓口  市町村、または、埼玉聴覚障害者情報センター（居住市町村により異な

る） 

     ※会議、イベントなどに派遣する場合は下記にお問い合わせください。 

      埼玉聴覚障害者情報センター 

            電話 ０４８－８１４－３３５３ ／ FAX ０４８－８１４－３３５４ 

 

 ウ 盲ろう者通訳・介助員の派遣 

対 象 者  視覚と聴覚の障害が重複し、「身体障害者手帳」に１級または２級と記

載されている方 

内  容  各種手続きや交流会、会議などでの通訳及び日常生活での外出時の介助

を行う通訳・介助員を派遣します。 

相談窓口  ＮＰＯ法人埼玉盲ろう者友の会 派遣事業担当 

           電話・FAX ０４８－８２３－７０８０／ FAX ０４８－８３３－４００４ 

 

 エ 難聴者・中途失聴者手話講習会 

対 象 者  中途で聴力を失った方で、手話ができない方 

内  容  中途で聴力を失った方に手話を覚えていただき、コミュニケーションの

手段としていただくため、講習会を開いています。 

相談窓口  埼玉聴覚障害者情報センター 

            電話 ０４８－８１４－３３５３ ／ FAX ０４８－８１４－３３５４ 

 

 オ 県政広報テレビ番組の手話通訳 

内  容  テレビ埼玉で放送する番組「いまドキッ！埼玉」（土曜日・ 

        午前８時３０分～午前９時００分）に手話通訳をつけています。 

窓  口  県広報課 

            電話 ０４８－８３０－２８５４ ／ FAX ０４８－８２４－７３４５ 
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カ 県政広報ラジオ番組のホームページ掲載 

内  容  NACK5で放送する番組「朝情報★埼玉」（月曜日～金曜日 午前 8時 15

分～午前 8時 25分）の放送内容を聴覚障害者にも知っていただけるよ

う県ホームページに掲載しています。 

窓  口  県広報課 

     電話 ０４８－８３０－２８５４ ／ FAX ０４８－８２４－７３４５ 

 

 キ 「彩の国だより」点字版・デイジー版の発行・配布 

内  容  県政の動きや催し物などの情報をお届けする、県広報紙「彩の国だよ

り」（年１２回発行）の記事を抜粋し、点字版及びデイジー版を作成。視

覚障害者等の希望に応じて無償配布しています。  

窓  口  県広報課 

            電話 ０４８－８３０－２８５７ ／ FAX ０４８－８２４－７３４５ 

 

 ク 県ホームページの音声読み上げ機能 

内  容  県ホームページが高齢者や障害者を含む誰もが利用しやすくなるよう、

下記の機能を利用できるようにしています。 

      ① ホームページの音声読み上げ機能 

      ② 画面や文字の表示サイズ変更機能 

      ③ 文字色や背景色の変更機能 

窓  口  県広報課 

      電話 ０４８－８３０－２８５２ ／ FAX ０４８－８２４－７３４５ 

 

 ケ 県議会本会議等の傍聴の手話通訳等 

   内  容  県議会本会議に手話通訳者の配置及び音声認識アプリによる字幕表示 

を実施しています。また、委員会では、御希望に応じて手話通訳・字幕 

表示を実施します。  

窓  口  県議会事務局議事課 

            電話 ０４８－８３０－６２３８ ／ FAX ０４８－８３０－４９２２ 

  

 コ 県議会ライブ中継・録画中継の手話通訳 

   内  容  インターネットで配信している議会ライブ中継・録画中継に手話通訳を

つけています。また、議会ライブ中継では、AIにより生成された字幕表示

を行っています。 

窓  口  県議会事務局政策調査課 

            電話 ０４８－８３０－６２５７ ／ FAX ０４８－８３０－４９２３ 

 

 サ テレビの県議会広報番組・議会中継の手話通訳 

内  容  テレビ埼玉で放送する県議会広報番組「こんにちは県議会です」(日曜

日・午前１０時００分～)「埼玉県議会中継」に手話通訳をつけています。 

窓  口  県議会事務局政策調査課 
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            電話 ０４８－８３０－６２５７ ／ FAX ０４８－８３０－４９２３ 

 

 シ「県議会だより」点字版・デイジー版の発行 

内  容  定例会の概要などの情報を掲載した広報紙「埼玉県議会だより」の点字

版及びデイジー版を年４回発行し、視覚障害者等の希望に応じ、無償配布

しています。 

窓    口  県議会事務局政策調査課 

            電話 ０４８－８３０－６２５７ ／ FAX ０４８－８３０－４９２３ 

 

 ス「音声コード」付き県議会広報用パンフレットの発行 
内  容  県議会の仕組みや各議員を紹介する広報用パンフレット「ようこそ県議

会へ」には各ページに音声コード（Uni-Voice）が掲載されており、スマ

ートフォンの専用アプリまたは活字読み上げ装置で読み取ると、パンフレ

ットの内容を読み上げてくれます。 

窓    口  県議会事務局政策調査課 

               電話 ０４８－８３０－６２５７ ／ FAX ０４８－８３０－４９２３ 

 

 セ 録音図書・点字図書の貸出し、対面朗読など 

   各県立図書館等では印刷物を読むのが困難な視覚障害者等のために次のようなサービ

スを行っています。 

 

 （ア）県立久喜図書館  〒346-8506 久喜市下早見８５－５ 

            バリアフリー読書推進担当直通電話 ０４８０－２１－２７２９ 

         電話 ０４８０－２１－２６５９ ／ FAX ０４８０－２１－２７９１ 

         E-mail lib-shogai@pref.saitama.lg.jp 

     （録音・点字図書及び雑誌の貸出・製作、対面朗読、デイジー再生機貸出、 

    利用者用音声パソコン、活字自動読み上げ機、大活字本、拡大読書器） 

 印刷された資料の利用が困難な人のために、録音（テープ・音声デイジー・マルチ

メディアデイジー）・点字図書及び雑誌を貸出しています。障害者手帳がなくても御

利用いただけます。また、希望によりデイジーや点字の製作も行っています。さら

に、対面朗読室を用意し、希望する図書・雑誌・新聞等の音訳者による対面朗読を行

っています。電話で御予約ください。 

    １階に、貸出窓口・対面朗読室２室のほか、利用者用音声パソコン、点字雑誌等が 

   利用できる点字・音声情報スペースがあります。２階閲覧室には拡大読書器と大活字 

   本コーナーがあります。 

 

 （イ）県立熊谷図書館  〒360-0014 熊谷市箱田５－６－１ 

           電話 ０４８－５２３－６２９１ ／ FAX ０４８－５２３－６４６８ 

   （対面朗読、利用者用音声パソコン、大活字本、拡大読書器） 

 印刷された資料の利用が困難な人のために対面朗読室を用意し、希望する図書・雑

誌・新聞等の音訳者による対面朗読を行っています。また、２階の閲覧室には利用者
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用音声パソコン、拡大読書器、大活字本コーナーがあります。 

 

 （ウ）さいたま文学館 

      〒363-0022 桶川市若宮１－５－９ 

            電話 ０４８－７８９－１５１５ ／ FAX ０４８－７８９－１５１７ 

 （拡大読書器）  視覚障害者のために拡大読書器（１か所）を設置しています。 

 

     （エ）県立熊谷点字図書館      

〒360-0031 熊谷市末広３－９－１ 熊谷地方庁舎３階 

          電話 ０４８－５２５－０７７７ 

 視覚障害者等に点字図書、録音（デイジー）図書や点字雑誌、録音（デイジー）雑

誌等の閲覧や貸出しを行っています。 

 また、デイジー図書再生機の貸出しなども実施しています。 

 

 ソ 点字による即時情報ネットワーク 

対 象 者  視覚障害者及び図書館等の公的機関 

内  容  パソコン通信ネットワークを利用し、社会福祉法人日本盲人連合会が入

力した情報（「ＪＢ点字ニュース」）を点字図書館で出力し、視覚障害者

に閲覧または配布しています。点字用紙代などの実費相当分は利用者負担

です。 

相談窓口  埼玉県立熊谷点字図書館 

      〒360-0031 熊谷市末広３－９－１ 熊谷地方庁舎３階 

            電話 ０４８－５２５－０７７７ 

 

 タ 公の施設の使用料等の減免 

対 象 者  (ｱ) 身体障害者手帳を持っている方及び介護の方１名（身体障害者手帳

に、第２種身体障害者の指定がある１２歳以上の方の介護者を除く） 

                (ｲ) 療育手帳を持っている方及び介護の方１名 

         (ｳ) 精神障害者保健福祉手帳を持っている方及び介護者の方１名（精神

障害者保健福祉手帳３級で１２歳以上の方の介護者を除く） 

         (ｴ) (ｱ)～(ｳ)の方と同程度の障害にある方及び介護の方１名（介護を必

要としない程度の障害の状態であって１２歳以上の方の介護者を除

く） 

内  容  施設利用料、入場料等の減免を行います。 
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   【施設一覧表】 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施 設 名 使 用 料 等 減 免 内 容 

埼玉県平和資料館 利用料金 免除 

埼玉会館 駐車場利用料金 免除 

埼玉県県民活動総合セン
ター 

イ トレーニング室利用料金 免除 

ロ 宿泊室宿泊料 ２分の１に相当する額を
減額 

ハ 駐車場利用料金 免除 

彩の国さいたま芸術劇場 駐車場利用料金 免除 

埼玉県県民健康福祉村 イ 屋内運動施設利用料金 
ロ テニス場、ソフトボール場
、多目的運動場利用料金 

 （障害者（その介護者を含む
。以下同じ）が合同で利用す
る場合に限る） 

ハ 更衣等施設利用料金 

免除 

埼玉県都市公園条例（昭
和３６年埼玉県条例第３
８号）第１０条第１項に
規定する公園施設 
 
 

イ 野球場、陸上競技場、サッ
カー場、ラグビー場、運動場
、ソフトボール場、双輪場、
屋内運動場、体育館、テニス
コート、 水泳競技場及び漕
艇場の使用料または利用料金
（障害者が合同で利用する場
合に限る） 

ロ イに規定する運動施設以外 
 の運動施設の使用料または利
 用料金（フットサルコート及
び シャワー室の利用にあつて
は、 障害者が合同で利用する
場合 に限る） 
ハ 茶室使用料または利用料金
 （障害者が合同で利用する場
合 に限る） 
ニ こども動物自然公園の施設
 利用料金 
ホ 水族館入館料 
へ 所沢航空発祥記念館入館料 
ト 駐車場使用料または利用料
 金（大型特殊自動車または乗
合 型自動車による利用にあつ
て は、障害者が合同で使用す
る場 合に限る） 

免除 
 

埼玉県立武道館 
 

使用料または利用料金（占用以
外の利用に限る） 

免除 

埼玉県立近代美術館 観覧料 免除 

さいたま文学館 
 

イ 文学資料の観覧に係る料金 
ロ 駐車場利用料金 

免除 
 

埼玉県立歴史と民俗の博
物館 

観覧料 免除 

埼玉県立さきたま史跡の
博物館 

観覧料 免除 
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埼玉県立自然の博物館 観覧料 免除 

埼玉県立川の博物館 イ 観覧料 
ロ 体験施設使用料または利用
 料金 
ハ 駐車場使用料または利用料
金（大型特殊自動車または乗
合型自動車による利用にあつ
ては、障害者が合同で使用す
る場合に限る） 

免除 

埼玉県げんきプラザ 
（大滝、小川、名栗、長
瀞、加須、神川） 
 
 

イ 宿泊室、キャンプ用テント
及 びバンガロー使用料または
利 用料金 

２分の１に相当する額を
減額 
 

ロ イに規定する利用施設以外
 の利用施設の使用料または利
 用料金（障害者が合同で利用
す る場合に限る） 

免除 

ハ プラネタリウム館の入館料
または利用料金 

免除 

埼玉県環境科学国際セン
ター 

入場料 免除 

さいたまスーパーアリー
ナ 

駐車場利用料金（２４時間以内
の利用に限る） 

免除 

彩の国ビジュアルプラザ イ 映像ミュージアム入場料（
会 員券により利用する場合を
除 く） 
ロ 駐車場使用料（２４時間以
内の利用に限る） 

免除 

埼玉県産業技術総合セン
ター 

駐車場使用料（指定駐車場以外
の利用に限る） 

免除 

埼玉県東部地域振興ふれ
あい拠点施設 

駐車場利用料金（２４時間以内
の使用に限る） 

免除 

埼玉県西部地域振興ふれ
あい拠点施設 

駐車場利用料金（２４時間以内
の使用に限る） 

免除 

  

 チ パラスポーツ・レクリエーション教室 

対 象 者  障害者 

内  容  障害者のスポーツの振興と余暇活動の場を提供するため、各種スポー

ツ、レクリエーション教室を実施しています。 

相談窓口  県スポーツ振興課 

                 電話 ０４８－８３０－６９９８／FAX ０４８－８３０－４９６７ 

   

 ツ オストメイト社会適応訓練 

対 象 者  人工肛門・人工ぼうこうの造設者 

内  容  ストマ用具の取扱いや日常生活上の注意事項等の相談会を実施します。 

相談窓口  （社）日本オストミー協会埼玉県支部  電話 ０４８－８３５－５２２６ 
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 テ 障害者ＩＴサポートセンター 

   障害があることで、パソコンによる情報の入手やパソコン操作の習得等が困難な方を

  対象に、ボランティアによる個別・出張サポートを行います。 

相談窓口  埼玉県障害者協議会 

      〒330-8522 さいたま市浦和区大原 3-10-1（障害者交流センター内） 

      電話・FAX ０４８－８２５－２７４９ 

      URL  https://ww100089-hp.normanet.ne.jp/itreq.html 

      電話受付・相談日 火、木、土 １０：００～１５：００ 

 

 ト 障害者スマホ教室 

   一般向けスマホ講習会の受講が困難な障害者で、パソコン利用が初めての方を対象 

 に、障害者交流センター他を会場としてスマホ教室を開催します。 

相談窓口  社会福祉法人 埼玉県社会福祉事業団 

      〒355-0201 比企郡嵐山町古里１８４８ 

      電話  ０４９３－６２－９１９１／ FAX  ０４９３－６１－０１５２ 

 

 ナ 県パラスポーツ大会（彩の国ふれあいピック） 

対 象 者  県内の障害者 

内  容  春季大会（全国障害者スポーツ大会個人競技の選手選考会を兼ねる） 

      秋季大会（様々な障害者種別の方が参加できるイベント） 

      球技大会（全国障害者スポーツ大会団体競技の選手選考会を兼ねる） 

相談窓口  埼玉県障害者スポーツ協会 

      〒330-8522 さいたま市浦和区大原 3-10-1（障害者交流センター内） 

      電話 ０４８－８２２－１１２０／ FAX ０４８－８２２－１１２１ 

                  URL  http://sainokuni-sasa.or.jp/ 

 

 ニ 障害者アート 

対 象 者  県内の障害者とその家族、支援者 

内  容  障害のある方が絵画などの表現（アート）活動に関して総合的な相談が

できます。 

相談窓口  アートセンター集
しゅう

（社会福祉法人みぬま福祉会 工房集内） 

       電話 ０４８－２９０－７３５５ （平日 １０時～１７時） 

       Ｅメール artcenter@kobo-syu.com 

                  URL  https://artcenter-syu.com 

         ART(s)さいほく（社会福祉法人 昴） 

          電話 ０４９３－８１－４５９７ （平日 １０時～１７時） 

          Ｅメール arts_saihoku@subaru-swc.com 

          URL  https://www.subaru-swc.com/~groovin/  
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（３） 投票 ---*---*---*---*---*---*---*---*---*---* 

 ア 郵便等による不在者投票 

対 象 者  (ｱ) 身体障害者手帳に両下肢若しくは体幹の障害若しくは移動機能の障

害の程度が１級若しくは２級、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しく

は直腸若しくは小腸の障害の程度が１級若しくは３級、免疫若しくは肝

臓の障害の程度が１級から３級までである者として記載されている者

又は障害の程度がこれらに該当することについて県知事若しくは指定

都市若しくは中核市の長が証明した者 

      (ｲ) 戦傷病者手帳に両下肢若しくは体幹の障害の程度が特別項症から第

２項症まで、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸若し

くは肝臓の障害の程度が特別項症から第３項症までである者として記載

されている者又は障害の程度がこれらに該当することについて県知事

が証明した者 

      (ｳ) 介護保険被保険者証に要介護状態区分が要介護５である者として記

載されている者 

内  容  市区町村選挙管理委員会に対し、あらかじめ交付を受けた郵便等投票証

明書を提示して、投票用紙等を請求し、投票日前に自宅等で投票の記載を

し、郵送により投票することができます。 

         また、一定の要件に該当する方は、あらかじめ届け出た者に代理記載さ

せることもできます。 

 

 イ 点字による投票 

対 象 者  視覚障害者 

内  容  投票所の投票管理者に申し出て、点字で投票をすることができます。 

 

 ウ 代理投票 

対 象 者  心身の故障等により自ら候補者の氏名等を記載することができない者 

内  容  投票所の投票管理者に申請して、補助者に本人の指示する候補者の氏名

等を本人に代わって記載させることができます。 

相談窓口  ア～ウとも 

      住所地の市区町村選挙管理委員会 

      または県選挙管理委員会 

             電話 ０４８－８３０－２６９３ ／ FAX ０４８－８３０－４７４０ 


